
1 

訓練計画書(案)	
平成25年　9月30日	 

東京都災害医療図上訓練	
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１　訓練実施の背景	

　　平成２３年３月に発生した東日本大震災に対して、都は、さまざまな医療救護活

動を行ってきました。そこでの教訓を踏まえ、都内での大規模災害発生時において、

円滑に医療機能の確保が行えるよう、東京都は災害医療協議会を設置しました。こ

の協議会において、	

　　①災害医療コーディネーターの設置	

　　②二次保健医療圏を単位とした地域災害医療連携会議の設置	

　　③緊急医療救護所の設置	

などの重要な事項が決定されました。	

①　災害医療コーディネーター	

!  東京都災害医療コーディネーター：都全域の医療救護活動等を 

統括・調整するために医学的な助言を行う。（都全体で３名）	

!  東京都地域災害医療コーディネーター：各二次保健医療圏域の 

医療救護活動等を統括・調整する（二次保健医療圏域ごと１名 

計１２名）	

!  区市町村災害医療コーディネーター：区市町村の医療救護活動 

等を統括・調整するために医学的な助言を行う。	
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②　医療圏ごとの地域災害医療連携会議 

 

　　地域災害医療連携会議は、地区医師会、地区歯科医師会、地区薬剤師会、

災害拠点病院、区市町村、保健所等の関係機関代表者を構成員として、情報共

有や災害医療に係る具体的な方策の検討、医療連携体制の構築を目的に平時・

発災時に開催する会議体として、１２医療圏すべてに設置されました。 

 

③　緊急医療救護所の設置 

 

　　すべての病院は、重症者を受入れる災害拠点病院、中等症者を受入れる災

害拠点連携病院、専門医療・慢性期医療を担う災害医療支援病院のいずれかの

役割に位置づけられました。そのうえで、発災時には、多くの傷病者が病院に殺

到することが想定されることから、発災直後から、区市町村においては、災害拠

点病院と災害拠点連携病院の近接地に“緊急医療救護所”を開設し、トリアージ

の実施と軽症者に対する応急処置を行うことが求められるようになりました。	

　　このたび作成された“災害医療コーディネーターガイドライン（案）”（別冊）は、

このような新しい東京都の災害医療政策に沿った、災害医療コーディネーターの

具体的な行動基準が記載されています。今後は、このコーディネーターガイドライ

ン（案）に則った形で様々な訓練やシミュレーションが実施され、東京都の災害医

療政策の実質的な活動方法について検証が繰り返されることが望まれます。	
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2　訓練実施の目的と目標	

　　東京都の新しい災害医療政策により、新たな情報連絡体制が構築されま

したが、それらの機関や機能が連携し、組織的活動に資するか、訓練を通じ

て検証する必要があります。ついては、以下の項目をもってこの訓練の主な

「目的」とします。	

 

 

目的　（Aim）	

①　東京都災害医療コーディネーター、東京都地域災害医療コーディネーター、	

　　　区市町村災害医療コーディネーターの連携を確認する	

!  情報連絡体制 

東京都災害対策本部・医療対策拠点・区市町村災害対策本部（医療救護

活動拠点）との連携がスムースに行われるか。	

!  災害医療コーディネーターの役割分担は適切か（span of control） 

東京都災害対策本部・医療対策拠点・区市町村災害対策本部（医療救護

活動拠点）のそれぞれが担任する業務量と権限が適切に配分されている

か。また、想定される事態に対し、都・地域・区市町村の各災害医療コーデ

ィネーターが役割を果たすことができるか。	

!  医療対策拠点における機能と陣容 

医療対策拠点において情報を集約し、適切な判断が行うために必要な機

能と陣容を備えているか。	
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②　災害拠点病院・災害拠点連携病院と 

　　 区市町村災害医療コーディネーターの連携	

!  災害医療コーディネーター間の連携だけでなく、各病院と区市町村災害医

療コーディネーターが適切に連携できているか。 
  
（緊急医療救護所と災害拠点病院・災害拠点連携病院の連携は、このたびの訓練では取り扱い

ません。各区市町村レベルの訓練にて実施をお願いします） 

	

目標　（Goal） 

 
①　災害医療コーディネーターガイドラインに則った活動を行う。 

②　その結果、「避けられた災害関連死」を減少させる。	

これらの具体的な評価方法は、次項に記載します。	
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3　訓練の方法	

訓練開催日時	

!  第一回（南多摩保健医療圏）：平成25年度12月中旬〜1月中旬	

!  第二回（区南部保健医療圏）：平成25年度1月中旬〜2月下旬	

!  第三回（区西部保健医療圏）：平成25年度2月下旬〜3月下旬	

	

訓練開催場所	

	
　　１つ施設（基幹災害拠点病院など）に集合し、講堂や会議室内に、都庁や区市町

村役所や災害拠点病院といった仮想ブース設置して訓練を行います。	

	

	

（他に災害拠点連携病院の仮想ブース等あり）	
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被害想定	

　　平成24年4月に東京都が報告した被害想定から、訓練を行う医療圏（エリア）

だけでなく、周辺エリアも含めた震度、傷病者数、重症度内訳を決定し、これを訓

練想定とします。　　　※参考出展（東京都HP）：

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/tmg/assumption.html	
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訓練のプレーヤー	

1.  　東京都災害医療コーディネーター(1名+サポート要員3名）	

2.  　東京都地域災害医療コーディネーター(1名+サポート要員3名）	

3.  　区市町村災害医療コーディネーター(1名以上+サポート要員3名）   
 	

4.  　代表エリアの災害拠点病院（医師１名以上+事務3名）	

5.  　代表エリアの災害拠点連携病院（２病院）　（１病院につき医師１名+事務3名）	

当該医療圏の中から代表エリアを事前に選定します。代表エリアを管轄する区市町村災害医療コ

ーディネーターとサポート要員のみプレーヤーとして訓練に参加して頂きます。 

	

♯１：都庁レベルでは東京都災害医療CO１名（とサポート要員３名）がプレーヤーとして参加。	

♯２：医療圏レベルでは当該医療圏の東京都地域災害医療CO（とサポート要員）がプレーヤーとして参加。	

♯３：区市町村レベルでは、代表エリアを管轄する区市町村災害医療CO１名（とサポート要員３名）のみプレーヤーとして参加。	

♯４：代表エリアは災害拠点病院１箇所、災害拠点連携病院２箇所で構成することとし、それぞれの職員（医師１名＋事務職員３名）が	

     プレーヤーとして参加。代表エリア以外の病院に収容された傷病者の治療・搬送調整は、訓練のシナリオ担当者が行います。	

     シナリオ担当者は適宜東京都地域災害医療コーディネーターにアプローチし傷病者の搬送依頼などを行います。	
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傷病者の配置　（別紙   表１: タイムシート　ご参照） 
 

　　東京都の被害想定に基づいて、各病院前の緊急

医療救護所に殺到する傷病者の人数や重症度を事

前に設定します。そのうえで、訓練の対象となる赤タ

ッグ傷病者に関しては、医療圏内のすべての病院に、

どのような傷病者（年齢・性別・病名）が発災から何

分後に搬入されるか、また搬入後の理想的な治療

経過はどのようなものか、について事前に設定しま

す。このうち、代表エリアの傷病者は訓練のプレー

ヤーによって治療や搬送調整が行われ、代表エリア

外の傷病者は、訓練のシナリオ担当者が、タイムシ

ートに従って治療や搬送調整を行い、適宜、各災害

医療コーディネーターに搬送依頼などをアプローチ

します。	

	

	

 

	

	

訓練で扱う傷病者 
 

　　訓練では、一般的に急性期の救命医療や緊急搬送の対象とされる赤タッグ

傷病者のみを扱います。もちろん、黄色タッグ傷病者の応急処置や再トリアージ、

および緑タッグ傷病者の処置や誘導も非常に重要ですが、それは各自治体や

病院内での訓練に委ねることとし、本訓練では、災害医療コーディネーター間の

連携を目的として、赤タッグ傷病者のみを扱うこととします。	
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災害医療体制のキャパシティ 
（別紙   表2: 災害医療確保計画（基礎資料）例　ご参照） 
 

　　訓練に先立って、対象医療圏の区市町村に『区市町村災害医療確保計画

（基礎資料）』の提出を依頼し、さらに東京消防庁、警視庁、東京都などの情報を

もとに、医療圏における災害時の資源リストを作成します。ここには、病院のICU

ベッド数、外科手術キャパシティなどといった病院情報に加え、ヘリコプター発着

場の有無、救急車台数、バス台数、交通規制計画、などといった多くの災害医

療に関する情報が網羅されます。訓練では、このリストの情報に基づいて予測さ

れる状況に則した内容でシナリオを進行させます。	



12 

時間設定　（図１　ご参照） 
 

　　発災後２時間で災害医療コーディネーターが各災害対策本部に到着すると

仮定し、この時点から訓練を開始します。訓練開始後の時間はすべて倍速時計

で進めます。最初の１時間（実時間30分）は各拠点間における通信の確認や、

医療体制の確保状況を確認するなど初期活動を行います。次の5時間（実時間2

時間30分）は、傷病者が順次緊急医療救護所に殺到する状況を再現します。こ

の間、プレーヤーはガイドラインに沿った連絡調整活動を行います。	

	

	

	
図上訓練について	
	
　図上訓練では、傷病者データに加え、災害現場従事者、医師、看護師、などの人的医療資源や物的資源
のデータベースも用いて、遠隔病院も含めた災害現場全体の模様を再現します。図上訓練における傷病者
は皆何らかの傷病名を有しており、それぞれに決まった時間枠内における必要な処置が決められています。
もし決められた時間枠内に特定の処置（気管挿管、胸腔ドレナージ、手術開始、ICU入室など）が行われな
ければ、その傷病者は不幸な転帰、つまりPreventable death or complication（避けられた死亡や合併症）
に至ります。したがって、シミュレーションが終了した時点で傷病者の転帰をまとめることで、シミュレーション
の最中に行われた処置や判断の是非や効果を振り返ることができます。また、シミュレーション中に参加者
がとるべき行動を、アクションカードに基づいた振り返り評価を行うことで、災害対応の“プロセス”を評価す
ることができます。	
	

（図１）	
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通信方法・通信項目 
 

　　現在、東京都が整備済みの（整備予定のものも含む）、災害時に使用可能な

情報伝達手段は、 

	

　　・防災行政無線（電話・FAX）	

　　・一般回線（電話・FAX）	

　　・衛星電話	

　　・携帯電話	

　　・広域災害救急医療情報システム（EMIS） 

 

であるため、これらを駆使して、都庁 ⇔ 医療圏拠点⇔市災害対策本部 ⇔ 災害

拠点（連携）病院間の通信を行います。ただし、このたびの訓練では、実際の機

器ではない模擬機器を使用する場合があります（インストラクターの指示に従っ

てください）。 

 

インストラクター・訓練スケジュール 
 

　　訓練はチーフインストラクターが統括を行います。また、各ブース（ホワイトボ

ード）にインストラクターが配置されます。さらに、訓練の補助要員が要所に配置

され、適宜プレーヤーを誘導します。訓練は３時間とし午前中に実施します。午

後は、訓練の事後検証会を開催します。訓練の参加者（プレーヤーやインストラ

クター）は可能な限り事後検証会に出席し意見交換をお願いします。検証結果

は災害医療コーディネーターガイドライン（案）の修正内容に反映され、次回訓

練の際のプレーヤーの行動基準に反映されます。	
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アクションカード 
 

　　災害医療コーディネーターガイドライン（案）に沿って、訓練のプレーヤーが訓

練中にとるべき活動を時系列に沿って具体的に示したアクションカードを事前に

配布します。訓練後に検証会の結果に基づいて災害医療コーディネーターガイ

ドライン（案）が修正される場合は、アクションカードも同様に修正され、次回の訓

練に備えられます。 

 

 

プレーヤーの評価、およびプレーヤーからの評価 

 

　　訓練では評価担当者を設置し、“プレーヤーがアクションカードの内容に沿っ

た活動ができたか”、について、詳細項目毎に５段階評価を実施します。また、

各症例について 「避けられた災害関連死や合併症」などの評価を行い、改善策

についての検討を行います。さらに、アクションカードおよび災害医療コーディネ

ーターガイドライン（案）の内容や、訓練そのものに対する評価をプレーヤーから

も頂く予定です。 

 

 

訓練で扱わない項目 

 

　　前述のように、緑タッグや黄タッグ傷病者の扱い、および緊急医療救護所と

母体となる病院間の連携、については、このたびの訓練では扱いません。また、

災害に関する精神的疾病や、死亡者の扱い、市民への広報などもこの訓練で

は扱いません。医療資源に関して、特定の資源がとくに不足した場合の想定な

ども、この訓練では扱いません。	
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4　予想される結果と訓練の意義	

　　東京都災害医療コーディネーター、東京都地域災害医療のコーディネーター、区

（市）のコーディネーター、および拠点（連携）病院の医師が、音声およびFAX通信に

て連絡を取り合う初めての機会となるため、開始当初は要領が得られず混乱した状

況が予想されます。しかしインストラクターの誘導や訓練途中のタイムストップ（状況

を理解し戦略を立て直す時間を与える）を数回行うことにより、徐々に訓練全体が

目的に合致した方向に進むことが期待されます。	

　　訓練では、プレーヤーの活動内容、通信手段や通信項目、あるいはコーディネ

ーターの役割分担など全てのアクションは、災害医療コーディネーターガイドライン

（案）に基づいて実践して頂きます。従って、いかにプレーヤーがガイドラインに沿っ

た活動であったかを評価・フィードバックし、明日にでも来るべき実戦に向けた備え

とすることが訓練の主な意義です。また、各医療圏で繰り返し訓練が行われるなか

で、災害医療コーディネーターガイドライン（案）が徐々に修正され、洗練されたガイ

ドラインを作成するための検証の場であることも、訓練の意義と言えます。	


